
                                    1 9 統 計 第 8 4 9 号 
平成 20 年２月 13 日  

 
一部改正  平成 22年３月 26日付け 21統計第 1027号  
一部改正  平成 24年２月９日付け 23統計第 1153号  
一部改正  平成 24年 10月１日付け 24統計第  696号  
一部改正  平成 26年 11月 20日付け 26統計第 1572号  
一部改正  令和６年６月 20日付け６統計第  321号  
一部改正  令和７年９月 12日付け７統計第  361号  

 
 

 

水稲の収穫量調査等に関する検討会開催要領  

 

１  趣  旨  

    水稲の収穫量調査等の結果について広く一般に正確な情報を提供する観点か

ら、気象推移等による水稲生産への影響等について専門的見地から意見を聴くた

め、学識経験者等で構成する水稲の収穫量調査等に関する検討会（以下「検討

会」という。）を開催する。  

 

２  構成及び運営  

検討会の構成及び運営は次のとおりとする。  

（１）検討会の構成員は、別紙のとおりとする。  

（２）農林水産省大臣官房統計部長（以下「統計部長」という。）は、構成員の

ほか、必要に応じて構成員以外の者の出席及び説明を求めることができる。  

（３）検討会は、統計部長が招集する。  

（４）検討会における議事の運営は、農林水産省大臣官房統計部生産流通消費統

計課課長補佐（総括）（以下「総括」という。）が行う。総括が出席できな

い場合は、同課の課長補佐（普通作物統計班担当）が代理として議事の運営

を行う。  

（５）検討会は、自由な意見交換を確保する観点から非公開とし、様々な意見を

とりまとめ、意見交換の結果として整理した議事概要を作成し公表する。  

（６）検討会の配布資料は、公表する。ただし、公表することにより、特定の個

人又は団体に不当な利益又は不利益をもたらす恐れがある場合には、資料の

全部又は一部を非公開とすることができる。  

（７）検討会の事務局は、農林水産省大臣官房統計部生産流通消費統計課に置く。 

 

３  検討事項  

（１）  気象推移等による水稲生産への影響に関する事項  

（２）  水稲の収穫量調査等の取りまとめに当たっての留意事項  

 （３）その他統計部長が必要と認める事項  

 

４  開催時期  

検討会は、次に掲げる時期に開催する。  

 （１）水稲の予想収穫量（９月 25 日現在）調査の取りまとめ前の時期  

  （２）その他統計部長が必要と認める時期  

 

５  現地調査の実施  

  検討会は、その趣旨に基づき、必要に応じて現地調査を実施する。  

 

６  構成員の任期等  

 （１）構成員の任期は、２年以内とする。  

 （２）構成員は、再任されることができる。  

 



（別紙） 
 

 

水稲の収穫量調査等に関する検討会 構成員名簿 

 
 

氏    名  所         属  

大川
お お か わ

 泰一郎
た い い ち ろ う

 

国立大学法人東京農工大学大学院農学研究院  

生物生産科学部門作物学教育研究分野  教授  

齊藤
さ い と う

 邦
く に

行
ゆ き

 山形県立東北農林専門職大学農業経営学科  教授  

酒井
さ か い

 英光
ひ で み つ

 

国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構  

中日本農業研究センター  転換畑研究領域  領域長  

山岸
や ま ぎ し

 順子
じ ゅ ん こ

 元国立大学法人東京大学大学院  教授  

吉本
よ し も と

 真由美
ま ゆ み

 

国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構  

農業環境研究部門  気候変動適応策研究領域  

作物影響評価・適応グループ  主席研究員  

和田
わ だ

 晃
あきら

 気象庁大気海洋部  気候情報課  予報官  

 
（五十音順・敬称略） 


